
最 優 秀 賞 
【赤沼自治会】

“赤沼神社の「しめ縄つくり」” 

優 秀 賞 
【六軒地区自治会】

“手を挙げて、横断しましょう！” 

優 秀 賞
【備後須賀第三自治会】
“合同パトロール” 

優 秀 賞
【米島駅南地区】

“側溝の泥だまりは、きれいかな？” 

連合会ホームページでも応募全写真を公開していますのでご覧ください。 【 昨年度の受賞写真 】

各自治会における様々な活動の１コマを 

写した写真のコンテストを開催します。 

 自治会活動写真であれば

テーマは自由。 

 優秀な作品にはホーム 

ページ・会報表紙への掲載

や賞品の贈呈があります。 

 応募された作品は、ホームページ 

や広報等、多目的に使用されること

を了承のうえご応募ください。 
（応募作品の著作権は撮影者に帰属します）

 別添の募集要項をご参照の上、

応募ください。 



自治会連合会 写真コンテストについて 

令和４年度 春日部市自治会連合会 写真コンテスト募集要項 

■開催目的 ： 写真を通じて自治会活動の魅力、素晴らしさ、楽しさを発信することで

自治会のイメージ向上及び自治会加入促進を図ることを目的とする。

■応募資格 ： 春日部市自治会連合会所属の自治会

■募集期間 ： 令和４年８月１日（月）から令和５年１月６日（金）まで

■応募要件 ： ・市内における自治会活動に関する作品であること。

        ・作品は応募者本人が撮影し、未発表のものであること。

        ・応募にあたり自治会長の了承を得た作品であること。

        ・令和４年１月１日以降に撮影した作品であること。

        ・モノクロ、カラーいずれも自由とする。

        ・合成などの加工処理をした作品は不可とする。

■応募方法 ： 応募作品に①作品タイトル、②自治会名、③撮影者氏名、④電話番号、

⑤撮影場所、⑥作品のエピソードを添えてご応募ください。

（※①②③⑤⑥は公開する場合がありますので、ご了承ください。）

【デジタル作品の場合】 

         ・データ容量：５ＭＢ以内（ＪＰＥＧ形式）

         ・下記応募先メールアドレスへメール

【プリント作品の場合】

         ・サイズ：自由

         ・下記応募先へ郵送または窓口持参



■注意事項 ：・応募は１自治会あたり５作品までとします。

・応募作品の著作権は撮影者に帰属します。

       ・応募いただいた作品は、自治会連合会ホームページや会報への掲載など

多目的に使用されることを了承のうえ応募してください。 

       ・主催者は被写体の肖像権侵害等の責任は負いかねます。被写体に人物が

ある場合、肖像権等の問題が生じないよう、必ず本人の承諾を得て応募

してください。

・ＣＤ‐Ｒ、ＵＳＢメモリ等の記憶媒体による応募は出来ません。

       ・プリント作品はスキャナーで読み込むため、画質が低下する場合があり

ます。

・応募いただいた作品やデータは原則返却いたしません。

・政治・宗教等に関するもの、営利を目的としたもの、公序良俗に反する

もの、誹謗中傷を含むもの及び主催者が不適当と認めたものは応募対象外

とします。

       ・応募の際に取得した個人情報は、当事業の目的以外には使用しません。

■審  査 ： 春日部市自治会連合会理事による審査

■  賞    ： 最優秀賞 １点（市内共通商品券 １万円分）

         優秀賞 ３点

※春日部市自治会連合会が発行している会報の表紙等へ掲載させていた

だく場合があります。

        ※発表は春日部市自治会連合会ホームページにて行います。

        ※受賞機会を広く与えるため、最優秀賞受賞自治会は受賞年度以降３年

間は原則、最優秀賞の対象外とさせていただきます。

■応募先 ： 〒３４４-８５７７ 

（問合せ先）  春日部市中央六丁目２番地 

春日部市自治会連合会事務局（市民参加推進課内）

電話：０４８－７３６－１１１１（内線２８７５、２８７６）

Ｅメール：sanka@city.kasukabe.lg.jp



春日部市自治会連合会 写真コンテスト Ｑ&Ａ 

Ｑ１：個人では応募できないのですか。 

Ａ１：春日部市自治会連合会所属の自治会員であれば、どなたでも応募できます。

ただし、応募の単位は「自治会」となり表彰の対象も「自治会」となります。

また、応募数は「１自治会あたり５作品まで」としておりますので、応募にあた

っては自治会長の了承を得た上でご応募ください。

Ｑ２：どのような作品が未発表にあたりますか。 

Ａ２：本コンテストでは、他のコンテストなどで入選・入賞した作品を既発表作品とみな

し、それ以外の作品は未発表作品とします。

Ｑ３：デジタル作品で応募する際のデータ容量はなぜ５ＭＢ以内なのですか。 

Ａ３：写真及びテキスト等の合計データ容量が５ＭＢを超えますと、システムの都合上受

信できないためです。

Ｑ４：応募したプリント作品の返却を希望しますがダメですか。 

Ａ４：返却をご希望の場合は、お手数ですが事前にご連絡の上、自治会連合会事務局まで

お越しください。

Ｑ５：審査では写真の技術を審査するのですか。 

Ｑ５：本コンテストでは写真を通じて自治会活動の魅力、素晴らしさ、楽しさを発信する

ことを目的としています。したがって、審査においては写真の技術よりも自治会活

動の様子や魅力が伝わる作品であるかが評価される場合があります。


